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①相談・

申請 

 

※１ 

学生又は保護者からの相談 

学生からの申請 

 

相談受付・申請書提出先 

■ 医学部事務部 学生課・教務課 

■ 看護学部事務部 学生支援課・教学課 

②配慮の

検討 

障がい学生支援委員会にて審議・決定 

支援内容・計画案の作成 

配慮必要 配慮不要 ※３ 

学生へ検討結果報告 

学生へ支援内容を通知 
授業担当教員及び関連職

員へ支援内容を通知 

配慮の実施 ※４ 

③配慮の

決定通

知・配慮

の実施 

 

※１ 診断書が発行されない又は一時的な症状のものは，講座等の判断で配慮を提供す

ることができる。 

※２ 相談及び申請がない場合は，講座等の判断で配慮を提供することができる。 

※３ 「配慮不要」と決定したが，授業の進行や内容等によって配慮が必要となる場合

は，講座等の判断で配慮を提供することができる。 

※４ 「配慮必要」とされ学生への支援内容が決定されたが，授業の進行や授業内容等

によって支援の提供が難しい場合，学生の合意のもと，講座等の判断で配慮の提供

方法を変更できる。 

 

関連委員会で 

具体案を調整 

・「合理的配慮申請書」の提出 

・申請内容の聴き取り 

・「合理的配慮申請書」の受領 

・聴き取り内容を報告 

※２ 

 


